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浜田市坂根正弘奨学金給付規則の一部を改正する規則 

 

浜田市坂根正弘奨学金給付規則（平成 26 年浜田市規則第 22 号）の一部を

次のように改正する。 

別表中 

「   

を 

 東京都特別区又は埼玉県、千葉県、神奈川

県、愛知県、京都府、大阪府若しくは兵庫県

の指定都市 

月額 5 万円  

  」 

「   

に 

 東京都特別区 月額 6 万円  

 東京都（特別区を除く。）又は埼玉県、千葉

県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府若し

くは兵庫県の指定都市 

月額 5 万円  

  」 

改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この規則による改正後の浜田市坂根正弘奨学金給付規則の規定は、この

規則の施行の日以後の給付の申請に係る奨学金について適用する。 

 


